
数
に
よ
り
、
受
診
票
を
３
月
末
ま
で
に
送

付
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
健
康
課
（
田
原
市
役
所
内
）

☎
23
局
３
５
１
５　

23
局
３
８
１
０

▼
健
康
課
（
あ
つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド
内
）

☎
33
局
０
３
８
６　

33
局
０
３
１
９

　

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
に
接
続

す
る
場
合
は
、
必
ず
田
原
市
排
水
設
備
指

定
工
事
店
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

新
規
追
加
指
定
工
事
店

・
鈴
木
総
合
設
備

☎（
０
５
３
２
）87
局
０
７
７
５

▼
下
水
道
課　

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

　

下
水
道
を
使
え
る
区
域
が
次
の
と
お
り

拡
大
し
ま
し
た
。
今
回
新
た
に
使
え
る
よ

う
に
な
っ
た
方
や
、
す
で
に
使
え
る
区
域

で
接
続
を
ま
だ
し
て
い
な
い
方
は
、
快
適

な
生
活
環
境
の
実
現
の
た
め
、
接
続
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

▼
拡
大
区
域
＝
福
江
・
保
美
・
中
山
地
区

き
ま
す
。（
助
産
所
ま
た
は
県
外
医
療
機

関
で
受
診
さ
れ
る
方
は
、
平
成
20
年
４
月

１
日
以
降
の
受
診
に
つ
い
て
、
か
か
っ
た

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
希
望
さ
れ

る
方
は
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。）

■
転
入
さ
れ
た
方
は

　

前
市
町
村
の
受
診
票
と
田
原
市
の
も
の

と
差
し
替
え
ま
す
の
で
、
健
康
課
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。（
持
ち
物
：
母
子
健
康

手
帳
、
前
市
町
村
の
受
診
票
）

■
そ
の
他

　

す
で
に
４
月
１
日
以
前
に
母
子
健
康
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
に
は
、
出
産

予
定
日
（
平
成
20
年
４
月
１
日
現
在
の
予

定
日
）
を
基
準
に
算
定
し
た
健
康
診
査
回

　

こ
れ
ま
で
２
回
だ
っ
た
「
妊
婦
健
康
診

査
の
公
費
負
担
」
が
平
成
20
年
４
月
１
日

か
ら
７
回
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

■
受
診
票

　

母
子
健
康
手
帳
交
付
時
に
配
布
し
ま
す
。

■
使
用
時
期　

　

出
産
の
前
日
ま
で
使
用
で
き
ま
す
が
、

な
る
べ
く
各
受
診
票
に
記
載
し
て
あ
る
時

期
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。（
公
費
負
担

が
拡
大
さ
れ
た
受
診
票
は
、
平
成
20
年
４

月
１
日
以
降
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。）

■
使
用
で
き
る
医
療
機
関

　

愛
知
県
内
の
委
託
医
療
機
関
で
使
用
で

の
一
部（
公
共
下
水
道
）、
谷
熊
・
長
上
地

区
の
一
部（
農
業
集
落
排
水
）　

▼
供
用
開

始
日
＝
３
月
31
日（
月
）　

▼
そ
の
他
＝
対

象
世
帯
に
は
通
知
お
よ
び
回
覧
で
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
が
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
下
水
道
課　

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３　

32
局
２
５
０
６

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
市
内
の
文
化
ホ
ー
ル

で
平
成
21
年
３
月
ま
で
に
開
催
す
る
コ
ン

サ
ー
ト
や
演
劇
な
ど
を
支
援
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
市
内
に
お
住
ま
い
・
お
勤
め

で
３
人
以
上
の
団
体
が
実
施
す
る
一
般
市

民
を
対
象
と
し
た
文
化
ホ
ー
ル
事
業
（
入

場
料
５
０
０
円
以
上
を
徴
収
す
る
事
業

で
、
２
０
０
人
以
上
の
入
場
者
数
を
見
込

め
る
も
の
）
／
た
だ
し
団
体
の
発
表
会
に

類
す
る
事
業
や
営
利
目
的
の
事
業
は
除
く

▼
支
援
内
容
＝
文
化
会
館
施
設
使
用
料
お

よ
び
付
属
設
備
、
舞
台
管
理
委
託
料
の
免

除
お
よ
び
事
業
費
の
補
助
な
ど　

▼
支
援

額
＝
１
事
業
10
万
円
以
内　

▼
そ
の
他
＝

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
生
涯
学
習
課

☎
23
局
３
５
３
１　

22
局
３
８
１
１

ています。住宅火災から大切な家族を守るた
め、必ず取り付けましょう。
　なお、住宅用火災警報器に関する質問など
は、消防課または住宅用火災警報器相談室まで
お問い合せください。

▼住宅用火災警報器相談室
　（0120）565局911【無料】

★悪質販売にご注意ください！

　住宅用火災警報器の設置をめぐり、消防署員
や市役所職員を装った悪質な販売業者などか
ら、市価の数倍で売りつけられるという被害が
発生しています。住宅用火災警報器は、公的機
関が直接販売することはありません。不審な訪
問販売はその場で断り、消防署などにご相談く
ださい。

▼消防課 ☎23局4074　 23局0180

妊
婦
健
康
診
査
の

公
費
負
担
を
拡
大

排
水
設
備
指
定
工
事
店
の

新
規
追
加

文
化
ホ
ー
ル
事
業
を

応
援
し
ま
す

下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！
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もう取り付け
ましたか？


